
職場での実習を受けたい
が、一人では不安なので、
何人かのグループで実習
を受けたい。。。

就職に向けての課題を把
握し、その課題の改善や適
応力の向上を図るための
訓練を受けたい。。。

働きたいが、何から始め
ればいいのか分からない
ので相談したい。。。

障害者就業・生活
支援センター

都道府県

ハローワーク

地域障害者職業
センター

障害者職業
能力開発校等

ハローワーク

職業能力開発校
(委託訓練拠点校)

ハローワーク

都道府県高齢・障害
者雇用支援協会等

支援メニュー

就労に関する様々な相談支援

　ニーズや課題に応じて、職業準備訓練や職場実習のあっせん、求職
活動への同行、生活面の支援など様々な相談に応じます。

地域障害者職業
センター

職業相談・職業紹介

　求職登録を行い、具体的な就職活動の方法などの相談や指導を行
います。専門的な支援が必要な方には、地域障害者職業センターを紹
介します。

職業カウンセリング、職業評価

　仕事の種類や働き方などについて、希望や障害特性、課題を踏まえ
ながら、相談・助言、職業能力の評価、情報提供等を行います。
　必要に応じて、センターにおける専門的な支援を行います。

地域障害者職業センターにおける職業準備支援

　作業支援、職業準備講習カリキュラム、精神障害者自立支援カリキュ
ラムを通じて、基本的な労働習慣の習得、作業遂行力の向上、コミュニ
ケーション能力・対人対応力の向上を支援します（支援期間：個別に設
定します）。

職場適応訓練

　事業所において実際の業務を行い、その作業環境に適応するための
訓練です（訓練期間：６か月以内（中小企業と重度障害者は１年以
内））。

就労移行支援
事業者

公共職業訓練

　障害者職業能力開発校のほか、一般の公共職業能力開発校におい
て、専門の訓練コースの設置やバリアフリー化を推進することにより、公
共職業訓練を実施しています。

障害者の態様に応じた多様な委託訓練

　企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等に委託して就
職に必要な知識・技能を習得するための公共職業訓練を実施していま
す（訓練期間：３か月（標準））。

ハローワーク

就労移行支援事業

　一般就労等への移行に向けて、就労移行支援事業所内での作業や、
企業における実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のため
の支援を行います（利用期間：２年以内）。

相談支援事業者

支援メニュー 相談窓口・支援機関

グループ就労訓練に対する助成

　少人数（５人まで）のグループで、指導員の支援のもと、企業内での実
習を受けることにより、常用雇用への移行を目指します（請負型、雇用
型）。
　特別支援学校の職場実習を対象とした助成（職場実習型）や、障害者
である派遣労働者が行う実習を対象とした助成（派遣型）もあります。

就職に向けて、受けられ
る支援制度や支援機関を
知りたい。。。

職業に必要な技能を身に
つけたい。。。

①就職に向けての相談

②就職に向けての準備、訓練

就職に向けての課題や自
分に合った仕事を知りた
い。。。
専門的な職業評価を受け
たい。。。

就職に向けての訓練から
就職後の定着支援までを
一貫して受けたい。。。

その事業所での就職を前
提に、職場や作業に慣れる
ための実地訓練を受けた
い。。。

相談支援事業

　地域の障害者等からの相談に応じ、サービスの利用援助、社会資源
を活用するための支援、社会生活力を高めるための支援、ピアカウン
セリング、権利養護のために必要な援助、専門機関の紹介、地域自立
支援協議会の運営等を行います。

相談窓口・支援機関

障害者の就労支援のためのメニュー一覧

　障害者の雇用を促進することを目的として、厚生労働省、高齢・障害者雇用支援機構等では、様々な援助制
度を設けています。

　以下のメニュー一覧は、基本的には就労を希望する障害者の方がニーズや場面に沿って参照しやすい形にま
とめたものですが、これらのメニューのうち◆印のものは、事業主の方も支援を受けることができるメニュー、又
は、事業主の方対象のメニューです。



職場での様々な悩みについ
て相談したい。。。

職場での生活だけでなく、日
常生活面での相談をした
い。。。

職場に適応できるか不安な
ので、専門的な支援を受けな
がら就労したい。。。

仕事や職場でのコミュニケー
ションがうまくいかないので、
ジョブコーチの支援を受けた
い。。。

紹介された事業所で、働き続
けることができるかどうか試し
たい。。。

すぐに就職活動を始めた
い。。。

就職先を探したい。。。

うつ病等により休職している
が、もとの職場へ復帰するた
めに、専門的な支援を受けた
い。。。

就労継続支援事業（B型）

　就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労必要な知識、
能力が高まった方に対しては、移行に向けた支援を行います。

就労継続支援事業（A型）

　　雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に向けて必
要な知識・能力が高まった方に対して一般就労への移行に向けた支
援を行います。

就労継続支援
B型事業者

就労継続支援
A型事業者

ハローワーク

求職登録、職業紹介

　就職を希望してハローワークに求職申込みを行うと、求職登録がなさ
れます。ハローワークでは、求職者の能力等と職務の要件とを十分照
合して職業紹介を行います。必要に応じて同行紹介も行います。

障害者試行雇用(トライアル雇用)事業

　事業主と有期雇用契約を締結し、３か月間の試行雇用を行います。
就職に対する不安を軽減し、事業主と障害のある方の相互の理解を
深め、その後の常用就労を目指します。

ハローワーク

地域障害者職業
センター

社会福祉法人等

障害者就業・生活
支援センター

職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業　◆

　事業所にジョブコーチを派遣し、障害のある方や事業主に対して、雇
用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施
します（ジョブコーチは、地域障害者職業センターのほかに、就労支援
を行う社会福祉法人等にも配置されています）。

就業面と生活面の一体的な支援　◆

　障害者就業・生活支援センターの窓口での相談や職場訪問等によ
り、就業と生活の両面にわたる一体的な相談・支援を行います。

精神障害者の職場復帰支援（リワーク支援）　◆

　主治医等との連携の下、職場復帰に向けたコーディネート、生活リ
ズムの建て直し、リハビリ出勤による復職前のウォーミングアップ、職
場の受入体制の整備等の支援を行います。

ハローワーク

職業相談、職業紹介、雇用保険の給付

　転職を希望してハローワークに求職申込みを行うと、求職登録され
ます。希望に応じて、職業紹介を行います。
　また、失業した場合、失業認定の手続き等を行い、雇用保険による
基本手当等が給付されます。

地域障害者職業
センター

支援メニュー

就職したくて就労移行支
援事業を利用したが、一
般就労は難しかった。。。

体力面等の問題で働き続
けることが難しくなった。。

今の職場での仕事になじ
めないので転職した
い。。。

支援メニュー

③就職活動、雇用前・定着支援

④離職・転職時の支援、再チャレンジへの支援

企業で働いていたが解雇さ
れた。。。

仕事を辞めてしまったが、
再就職したい。。。

再就職を目指す場合、「①就職に向けての相談」「②就職に向けての準備、訓練」
のメニューが利用できます。

相談窓口・支援機関

相談窓口・支援機関

精神障害者なので、無理の
ない短時間の労働時間から
初めて、職場で働き続けられ
るかどうか、じっくりと試した
い。。。

精神障害者ステップアップ雇用　◆

　求職精神障害者が事業主と有期雇用契約を締結し、短時間就労
（週10時間以上）から始め、一定の期間（６か月以上12か月以内）をか
けて就職に対する不安を軽減し、事業主と精神障害のある方の相互
の理解を深めながら、就業時間を延長し、その後の常用就労を目指し
ます。複数の精神障害者がグループで利用することもできます。

ハローワーク

在職中に受障し障害者となっ
た。この職場で働き続けたい
のだが、どうすればよい
か。。。

継続雇用の支援　◆

　在職中に障害を受障した方が慣れた職場での雇用を継続できるよ
う、種々の支援策を活用し、また、地域の関係機関と連携して、障害
者と事業主に対する支援を行います。

ハローワーク



障害のある方を雇用する
際に事業所が受けられる
支援や事業所のメリットに
ついて知りたい。。。

税務署等

ハローワーク

地域障害者職業
センター

求人受理、職業紹介（仕事と障害者とのマッチング） ◆

　求人の申込みを受理し、求人事業主に対してできる限り希望に添った障
害者を紹介するように努めます。

雇用管理等に関する専門的な相談・助言　◆

　事業主に対して、雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する専門
的な相談・助言を行います。

都道府県高齢･障害
者雇用支援協会等

都道府県労働局

ハローワーク

障害者雇用に係る税制上の優遇措置　◆

　障害のある方を雇用する事業所には、様々な税制上の優遇措置があ
ります。

特定求職者雇用開発助成金　◆

　ハローワーク等の紹介により障害のある方を雇用する事業主に対し、
支払った賃金に相当する額の一定率を一定期間援助します。

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金　◆

　事業主が障害のある方を雇用するために職場の施設・設備の設置又
は整備や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行った場合に、事
業主に対して助成します。

支援メニュー

障害者試行雇用(トライアル雇用)事業　◆

　事業主と有期雇用契約を締結し、３か月間の試行雇用を行います。雇用
に対する不安を軽減し、事業主と障害のある方の相互の理解を深めま
す。事業主には障害のある方１人につき、１か月４万円の奨励金が支給さ
れます。

ハローワーク

⑤事業主の方への支援

相談窓口・支援機関

⑥在宅就業の支援

ＩＴ技術等を活用して在宅で
仕事をしたい。。。

在宅で働いている障害のあ
る方に仕事を発注した
い。。。

在宅就業支援団体による援助　◆

　在宅就業支援団体は、在宅で働く障害のある方に対し、事業主から発
注を受けた業務の提供、相談・確認等の業務遂行援助、業務の対価の
支払いを行います。また、職業講習、就職援助等を行います。

在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金の支給
◆

　在宅で働く障害のある方が受け取った業務の対価の金額に応じて、仕
事を発注した事業主に対し、在宅就業障害者特例調整金または在宅就
業障害者特例報奨金を支給します。

支援メニュー

在宅就業支援団体

都道府県高齢･障害者
雇用支援協会等

相談窓口・支援機関

精神障害者ステップアップ雇用　◆

　求職精神障害者が事業主と有期雇用契約を締結し、短時間就労（週10
時間以上）から始め、一定の期間（６か月以上12か月以内）をかけて試行
雇用を行います。雇用に対する不安を軽減し、事業主と精神障害のある
方の相互の理解を深めます。事業主には精神障害のある方１人につき、１
か月２万５千円の奨励金が支給されます。
　複数の精神障害者のグループによる利用も可能です（奨励金を加算）。

ハローワーク


